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参 考 資 料

日本標準産業分類（抄）

Ａ 農 業

Ｂ 林 業

Ｃ 漁 業

Ｊ 卸 売 ・ 小 売 業

Ｍ 飲 食 店 、 宿 泊 業

Ｑ サ ー ビ ス 業



- 238 -

日本標準産業分類

大 分 類 中 分 類 小 分 類 備 考

Ａ 農 業 01 農 業 耕種農業、畜産農業、農業サービス業、園芸サービス業

法第29条第1項

第2号､第2項第1

号に該当する｡

細分類参照

Ｂ 林 業 02 林 業 育林業、素材生産業、特用林産物生産業（きのこ類の栽培

を除く）、林業サービス業、その他の林業

〃

Ｃ 漁 業
03 漁 業 海面漁業、内水面漁業 〃

04 水産養殖業 海面養殖業、内水面養殖業 〃

Ｄ 鉱 業 05 鉱 業
金属鉱業、石炭・亜炭鉱業、原油・天然ガス鉱業、採石業、

砂・砂利・玉石採取業、窯業原料用鉱物鉱業（耐火物・陶

磁器・ガラス・セメント原料に限る）、その他の鉱業

法第34条第2号

に該当する。

Ｅ 建 設 業

06 総合工事業 一般土木建築工事業、土木工事業、舗装工事業、建築工事

業、木造建築工事業、建築リフォーム工事業

07 職別工事業
大工工事業、とび・土工・コンクリート工事業、鉄骨・鉄

筋工事業、石工・れんが・タイル・ブロック工事業、左官

工事業、板金・金物工事業、塗装工事業、床・内装工事業、

その他の職別工事業

08 設備工事業 電気工事業、電気通信・信号装置工事業、管工事業、機械

器具設置工事業、その他の設備工事業

Ｆ 製 造 業

09 食品製造業
畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜缶詰・果実缶

詰・農産保存食料品製造業、×調味料製造業、糖類製造業、

精穀・製粉業、×パン・菓子製造業、動植物油脂製造業、

その他の食料品製造業

×印を除いて

法第34条第4号

に該当する場

合がある。

10 飲料・たば

こ・飼料製造業

×清涼飲料製造業、×酒類製造業、茶・コーヒー製造業、

×製氷業、たばこ製造業、飼料・有機質肥料製造業

〃

11 繊 維 工 業 製糸業、紡績業、ねん糸製造業、織物業、ニット生地製造

業、染色整理業、鋼・網製造業、レース・繊維雑品製造業、

その他の繊維工業

12 衣服その他の

繊維製品製造業

織物製外衣・シャツ製造業、ニット製外衣・シャツ製造業、

下着類製造業、和装製品・足袋製造業、その他の衣服・繊

維製身の回り品製造業、その他の繊維製品製造業

13 木材・木製品

製造業

○製材業、木製品製造業、造作材・合板・建築用組立材

料製造業、木製容器製造業、その他の木製品製造業

○印は法第34

条第4号に該当

する場合があ

る。

14 家具・装備品

製造業

家具製造業、宗教用具製造業、建具製造業、その他の家具・

装備品製造業

15 パルプ・紙・

紙加工製造業

パルプ製造業、紙製造業、加工紙製造業、紙製品製造業、

紙製容器製造業、その他のパルプ･紙･紙加工品製造業

16 印刷・同関連

業

印刷業、製版業、製本業、印刷物加工業、印刷関連サービ

ス業

17 科 学 工 業
化学肥料製造業、無機化学工業製品製造業、有機化学工業

製品製造業、化学繊維製造業、油脂加工製品・石けん・合成

洗剤・界面活性剤・塗料製造業、医薬品製造業、化粧品・

歯磨・その他の化粧用調整品製造業、その他の化学工業
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大 分 類 中 分 類 小 分 類 備 考

Ｆ 製 造 業

18 石油製品・石

炭製品製造業

石油精製業、潤滑油・グリース製造業、コークス製造業、

舗装材料製造業、その他の石油製品・石炭製品製造業

19 プラスチック

製品製造業

プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業、プ

ラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業、工

業用プラスチック製品製造業、発泡・強化プラスチック製

品製造業、プラスチック成形材料製造業、その他のプラス

チック製品製造業

20 ゴム製品製造

業

タイヤ・チューブ製造業、ゴム製・プラスチック製履物・

同附属製品製造業、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム

製品製造業、その他のゴム製品製造業

21 なめし革・同

製品・毛皮製造業

なめし革製造業、工業用革製品製造業、革製履物用材料・

同附属品製造業、革製履物製造業、革製手袋製造業、かば

ん製造業、袋物製造業、毛皮製造業、その他のなめし革製

品製造業

22 窯業・土石製

品製造業

ガラス・同製品製造業、○セメント・同製品製造業、○建

設用粘土製品製造業、○陶磁器・同関連製品製造業、○耐

火物製造業、炭素・黒鉛製品製造業、研磨材・同製品製造

業、骨材・石工品等製造業、その他の窯業・土石製品製造

業

○印は法第34

条第2号に該

当する場合が

ある。

23 鉄 鋼 業 製鉄業、製鋼･製鋼圧延業、製鋼を行わない鋼材製造業､

表面処理鋼材製造業、鉄素形材製造業、その他の鉄鋼業

24 非鉄金属製造

業

非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、電線・

ケーブル製造業、非鉄金属素形材製造業、その他の非鉄金

属製造業

25 金属製品製造

業

ブリキ缶・その他のメッキ板等製品製造業、洋食器・刃物・

手道具・金物類製造業、暖房装置・配管工事用附属製品製

造業、建設用・建築用金属製品製造業、金属素形材製品製

造業、金属被覆・彫刻業、熱処理業、金属線製品製造業、

ボルトナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業、その

他の金属製品製造業

26 一般機械器具

製造業

ボイラー・原動機製造業、農業用機械製造業、建設機械・

鉱山機械製造業、金属加工機械製造業、繊維機械製造業、

特殊産業用機械製造業、一般産業用機械・装置製造業、事

務用・サービス用・民生用機械器具製造業、その他の機械・

同部分品製造業

27 電気機械器具

製造業

発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業、民

生用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業、電

子応用装置製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械

器具製造業

28 情報通信機械

器具製造業

通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・同付

属装置製造業

29 電子部品・デ

バイス製造業

電子部品・デバイス製造業
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大 分 類 中 分 類 小 分 類 備 考

Ｆ 製 造 業

30 輸送機械器具

製造業

自動車・同附属品製造業、鉄道車両・同附属品製造業、船

舶製造・修理業、船舶用機関製造業、航空機・同附属品製

造業、産業用運送車両・同部分品・附属品製造業、その他

の輸送用機械器具製造業

31 精密機械器具

製造業

計量器・測定器・分析機器・試験機械製造業、測量機械器

具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、理化学機械

器具製造業、光学機械器具・レンズ製造業、眼鏡製造業、

時計・同部分品製造業

32 その他の製造

業

貴金属・宝石製品製造業、楽器製造業、がん具・運動用具

製造業、ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業、

装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業、漆器製造業、

畳・傘等生活雑貨品製造業、武器製造業、他に分類されな

い製造業

Ｇ 電気・ガス・

熱供給・水道業

33 電 気 業 電気業
法第29条第1項

第3号に該当す

る場合がある｡

34 ガ ス 業 ガス業 〃

35 熱 供 給 業 熱供給業 〃

36 水 道 業 上水道業、工業用水道業、下水道業 〃

Ｈ 情報通信業

37 通 信 業

信書送達業、固定電気通信業、移動電気通信業、電気通信

に附帯するサービス業

(法第29条第1項

第3号該当事例あ

り)

38 放 送 業 公共放送業、民間放送業、有線放送業 〃

39 情報サービス

業

ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業 法第34条第1号

に該当せず

40 インターネッ

ト付随サービス業

インターネット付随サービス業 〃

41 映像・音声・

文字情報制作業

映像情報制作・配給業、音声情報制作業、新聞業、出版

業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

〃

Ｉ 運 輸 業

42 鉄 道 業 鉄道業

法第29条第1項

第3号に該当す

る｡

43 道路旅客運送

業

一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車運送業、

一般貸切旅客自動車運送業、その他の道路旅客運送業

(法第29条第1項

第3号該当事例あ

り)

44 道路貨物運送

業

一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自

動車運送業、集配利用運送業、その他の道路貨物運送業

〃

45 水 運 業 外航海運業、沿海海運業、内陸水運業、船舶貸渡業 〃

46 航空運輸業 航空運送業、航空機使用業 〃

47 倉 庫 業

倉庫業、冷蔵倉庫業 (法第34条第14

号に該当する場

合がある。)

48 運輸に付帯す

るサービス業

港湾運送業、貨物運送取扱業、運送代理店、こん包業、運

輸施設提供業、その他運輸に附帯するサービス業

〃
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大 分 類 中 分 類 小 分 類 備 考

Ｊ 卸売・小売業

49 各種商品卸売

業

各種商品卸売業 法第34条第1号

に該当せず

50 繊維・衣服等

卸売業

繊維品卸売業、衣服・身の回り品卸売業 〃

51 飲食料品卸売

業

農畜産物・水産物卸売業、食料・飲料卸売業 〃

52 建築材料、鉱

物・金属材料等卸

売業

建築材料卸売業、化学製品卸売業、鉱物・金属材料卸売業、

再生資源卸売業

〃

53 機械器具卸売

業

一般機械器具卸売業、自動車卸売業、電気機械器具卸売業、

その他の機械器具卸売業

〃

54 その他の卸売

業

家具・建具・じゅう器等卸売業、医薬品・化粧品等卸売業、

他に分類されない卸売業

〃

55 各種商品小売

業

百貨店・総合スーパー、その他の各種商品小売業 細分類参照

56 織物・衣服・

身の回り品小売業

呉服・服地・寝具小売業、男子服小売業、婦人・子供服小

売業、靴・履物小売業、その他の織物・衣服・身の回り品

小売業

〃

57 飲食料品小売

業

各種食料品小売業、酒小売業、食肉小売業、鮮魚小売業、

野菜・果実小売業、菓子・パン小売業、米穀類小売業、そ

の他の飲食料品小売業

〃

58 自動車・自転

車小売業

自動車小売業、自転車小売業 〃

59 家具・じゅう

器・家庭用機械器

具小売業

家具・建具・畳小売業、機械器具小売業、その他のじゅう

器小売業

〃

60 その他の小売

業

医療品・化粧品小売業、農耕用品小売業、燃料小売業、書

籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽

器小売業、写真機・写真材料小売業、時計・眼鏡・光学器

械小売業、他に分類されない小売業

〃

Ｋ 金融・保険業 61 銀 行 業 中央銀行、銀行 法第34条第1号

に該当せず

62 協同組織金融

業

中小企業等金融業、農林水産金融業 〃

63 郵便貯金取扱

機関、政府関係金

融機関

郵便預金・為替・振替業務取扱機関、政府関係金融機関 〃

64 貸金業、投資

業等非預金信用機

関

貸金業、質屋、クレジットカード業、割賦金融業、その
他の貸金業、投資業等非預金信用機関

〃

65 証券業、商品

先物取引業

証券業、証券類似業、商品先物取引業、商品投資業 〃

66 補 助的金融

業、金融附帯業

補助的金融業、金融附帯業 〃

67 保 険 業 生命保険業、損害保険業、共済事業、保険媒介代理業、保

険サービス業

〃
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大 分 類 中 分 類 小 分 類 備 考

Ｌ 不動産業

68 不動産取引業 建物売買業、土地売買業、不動産代理業・仲介業 法第34条第1号

に該当せず

69 不 動産賃貸

業・管理業

不動産賃貸業、貸家業、貸間業、駐車場業、不動産管理業 〃

Ｍ 飲食店、宿泊

業

70 一般飲食店 食堂・レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、そ

の他の一般飲食店

細分類参照

71 遊興飲食店 料亭、バー・キャバレー・ナイトクラブ、酒場、ビアホー

ル

法第34条第1号

に該当せず

72 宿 泊 業 旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業 〃

Ｎ 医療、福祉

73 医 療 業

○病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、☆療
術

業、×医療に附帯するサービス業

○、×印を除いて法

第34条第1号に該当

する場合がある｡
○印は法第34条第14

号該当する場合があ

る｡

(☆印は細分類参照)

74 保 険 衛 生 保健所、健康相談施設、その他の保健衛生

法第34条第1号

に該当せず

(法第29条第1項

第3号該当事例あ

り)

75 社会保険、社

会福祉・介護事業

×社会保険事業団体、×福祉事務所、児童福祉事業、老人

福祉・介護事業（訪問介護事業を除く）、障害者福祉事業、

その他の社会保険・社会福祉・介護事業

×印を除いて、法

第34条第1号又は

同条第14号に該当

する場合がある｡

Ｏ 教育、学習支

援業

76 学 校 教 育

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等教育機

関、特殊教育諸学校、幼稚園、専修学校、各種学校

法第34条第1号又は

同条第14号に該当

する場合がある｡

77 そ の他の教

育、学習支援業

社会教育、職業・教育支援施設、☆学習塾、☆教養・技

能教授業、他に分類されない教育・学習支援業

法第34条第1号に該

当する場合がある｡

(☆印は細分類参照)

Ｐ 複合サービス

業

78 郵 便 局 郵便局、郵便局受託業 法第34条第1号

に該当する場合があ

る｡

79 協 同 組 合 農林水産業協同組合、事業協同組合 細分類参照

Ｑ サービス業

80 専門サービス

業（他に分類され

ないもの）

法律事務所、特許事務所、公証人役場、司法書士事務所、

公認会計士事務所、税理士事務所、獣医業、土木建築サー

ビス業、デザイン・機械設計業、著述・芸術家業、☆写真

業、その他の専門サービス業

法第34条第1号

に該当せず

(☆印は細分類

参照)

81 学術・開発研

究機関

自然科学研究所、人文・社会科学研究所 〃

(法第34条第14号

該当事例あり)

82 洗濯・理容・

美容・浴場業

洗濯業、理容業、美容業、公衆浴場業、特殊浴場業、その

他の洗濯・理容・美容・浴場業

細分類参照

83 その他の生活

関連サービス業

旅行業、家事サービス業、衣服裁縫修理業、物品預り業、

火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業、他に分類されない生活関

連サービス業

細分類参照

84 娯 楽 業 映画館、興行場、興行団、競輪・競馬等の競争場，競技団、

スポーツ施設提供業、公園、遊園地、遊技場、その他の娯

楽業

法第34条第1号

に該当せず
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大 分 類 中 分 類 小 分 類 備 考

Ｑ サービス業

85 産業廃棄物処

理業

一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、その他の廃棄物処

理業

法第34条第1号

に該当せず

86 自動車整備業 自動車整備業 細分類参照

87 機械等修理業 機械修理業、電気機械器具修理業、表具業、その他の修理

業

〃

88 物品賃貸業 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具

賃貸業、自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その

他の物品賃貸業

法第34条第1号

に該当せず

89 広 告 業 広告代理業、その他の広告業 〃

90 その他の事業

サービス業

速記・ワープロ入力・複写業、商品検査業、計量証明業、

建物サービス業、民営職業紹介業、警備業、他に分類され

ない事業サービス業

〃

91 政治・経済・

文化団体

経済団体、労働団体、学術・文化団体、政治団体、他に分

類されない非営利団体

〃

92 宗 教 神道系宗教、仏教系宗教、キリスト教系宗教、その他の宗

教

〃

(法第34条第14号

該当事例あり)

93 その他のサー

ビス業

集会場、と畜場、他に分類されないサービス業 細分類参照

94 外 国 公 務 外国公館、その他の外国公務 法第34条第1号

に該当せず

Ｒ 公 務

95 国 家 公 務 立法機関、司法機関、行政機関

法第29条第1項

第3号並びに法

第34条第1号又

は同条第14号

に該当する場

合がある｡

96 地 方 公 務 都道府県機関、市町村機関 法第29条第1項第

3号並びに法第34

条第1号又は同条

第14号に該当す

る場合がある｡

Ｓ 分類不能の産業 99 分類不能の産

業

分類不能の産業
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大分類 Ａ－農 業
中分類 小 分 類 細 分 類 備 考

01
農 業

011

耕種農業

0111

米作農業

主として、米（水稲、陸

稲）を栽培し、出荷する

事業所

水稲作農業；陸稲作農業
法第29条第1

項第2号､第2

項第1号に該

当する

0112

米作以外の穀

作農業

主として、米以外の穀物

を栽培し、出荷する事業

所

麦作農業；雑穀作農業
〃

0113

野菜作農業
(きのこ類の

栽培を含む)

主として、野菜を栽培

し、出荷する事業所

野菜作農業；すいか・メロン・トマ

ト作農業；水耕等の養液栽培による

野菜作農業；たけのこ栽培農業；△

しいたけ栽培農業；△しめじ栽培農

業；△もやし栽培農業

〃

(△は(注)

を参照)

0114

果樹作農業 主として、果樹を栽培

し、出荷する事業所

みかん作農業；りんご作農業；ぶど

う作農業；かき作農業；くり作農業

法第29条第1

項第2号､第2

項第1号に該

当する

0115
花き作農業

主として、花きを栽培

し、出荷する事業所

切り花類栽培業；球根類栽培業；鉢

物類栽培業；芝類栽培業；植木（緑

化木、庭公園樹等）栽培業；盆栽業

〃

0116

工芸農作物農

業

主として、工芸農作物を

栽培し、出荷する事業所

たばこ作農業；さとうきび作農業；

茶作農業；てんさい作農業

〃

0117

ばれいしょ・

かんしょ作農

業

主として、ばれいしょ又

はかんしょを栽培し、出

荷する事業所

ばれいしょ作農業；かんしょ作農業
〃

0119

その他の耕種

農業

主として、飼肥料作物、

採種用作物など他に分

類されない作物を栽培

し、出荷する事業所

飼肥料作物栽培業；採種用作物栽培

業；果樹苗木栽培業；桑苗栽培業

〃

012
畜産農業

0121

酪農業

主として、生乳を生産し、

出荷する事業所 酪農業
〃

0122

肉用牛生産業

主として、肉用牛を飼養

する事業所

肉用牛肥育業；肉用子牛生産業 〃

0123

養豚業

主として、豚を飼養する

事業所

養豚業 〃

0124

養鶏業

主として、鶏卵の生産及

び食鶏の飼育を行う事

業所

養鶏業

〃

0125

畜産類似業

主として、実験用・愛が

ん用動物の飼育、農作

物・森林の保護及び種族

保護を目的とする動物

の飼育を行う事業所

実験用動物飼育業（マウス、ラット、

モルモット、うさぎなど）；愛がん

用動物飼育業（カナリア、文鳥、犬

など）；いたち飼育業；きじ飼育業；

昆虫類飼育業（かぶと虫、すず虫な

ど）；へび飼育業

〃

(注) しいたけ、しめじ、もやし栽培農業のうち農業者が行うものは、法第29条第1項第2号又は同条第2項第1号に該当す

る場合がある。
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中分類 小 分 類 細 分 類 備 考

01
農 業

012
畜産農業

0126

養蚕農業

主として、蚕の飼育及び

蚕種の製造行う事業所 養蚕農業；蚕種製造業

法第29条第1

項第2号､第2

項第1号に該

当する

0129

その他の畜産

農業

主として、その他の畜産

物を飼育する事業所

養ほう（蜂）業；毛皮獣養殖業（たぬ

き、きつね、ミンクなど）

〃

013

農業サービ

ス業（園芸

サービス業

を除く）

0131

穀作サービス

業

穀作農業に係る育苗、耕

起、植付、防除、刈取、

脱穀、調製など、栽培か

ら出荷までのいずれか1

種類以上の作業を請負

で行う事業所

育苗センター；各種米作作業請負

業；×ライスセンター；×カント

リーエレベーター；脱穀業（農家

と請負契約によって脱穀を行うも

の）；農業用施設維持管理業；土地

改良区

法第34条第

4号に該当

する場合あ

り(ﾗｲｽｾﾝﾀ

ｰ､ｶﾝﾄﾘｰｴﾚ

ﾍﾞｰﾀｰは該

当しない)

0132

野菜作・果樹

作サービス業

野菜作及び果実作の栽培

から出荷までのいずれか

1種類以上の作業を請負

で行う事業所

共同選果場；野菜共同選別場

法第34条

第 4号に

該当する

場合あり

0133

穀 作 、 野 菜

作・果樹作以

外の耕種サー

ビス業

穀作、野菜作、果樹作以

外の作物の栽培から出

荷までのいずれか1種類

以上の作業を請負で行う

事業所

さとうきび作作業請負業；花き共同選

別場

〃

0134
畜産サービス

業（獣医業を

除く）

主として請負で種付け、

人工授精又は受精卵移

植、育成、種卵採取、ふ

卵、育すう、家畜の貸

付・飼養管理などを行う

事業所及びこれらに必

要な施設を供与する事

業所

人工授精業；種鶏業；ふ卵業；装

てい（蹄）業；稚蚕共同飼育場

014

園芸サービ

ス業

0141

園芸サービス

業

主として請負で築庭、庭

園樹の植樹、庭園・花壇

の手入れなどを行う事

業所

造園業；植木業（主として庭園作

り、又は手入れなどを行うもの）

ただし、公衆道路、運動場などの土木

事業を伴う公園造成を主として請負

う事業所は大分類Ｅ－建設業［0622］

に分類される。

大分類 Ｂ－林 業

中分類 小 分 類 細 分 類 備 考

02
林 業

021
育林業

0211
育林業

将来直接利用するため

に保育されている山林

で、その山林に対し、林

木の造林・保育・保護が

主要作業である事業所

私有林経営業；地方公共団体（財

産区を含む）の経営する山林の事

業所；森林管理局；森林管理署；

森林事務所；生産森林組合等の育

林を主とする協業体；漆樹栽培

業；竹林業（たけのこ栽培を除

く）；薪炭林経営業；桐栽培業；油

桐栽培業；パルプ材育林業

法第29条第

1項第2号､

第2項第1号

に 該 当 す

る
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中分類 小 分 類 細 分 類 備 考

02
林 業

022
素材生産業

0221
素材生産業

立木を購入し、伐木して

主として素材のまま販売

する事業所

一般材生産業；パルプ材生産業；

坑木生産業；くい丸太生産業；電

柱用材生産業；足場丸太生産業

○

((注)を参

照)

023
特用林産物

生産業（き

のこ類の栽

培を除く）

0231
製薪炭業

直営による薪の切出製

造を行う事業所及び主

として木炭を製造する

事業所

薪伐出製造業；炭焼業（焼子を除

く）；製炭会社；木炭製造業；黒炭

製造業；枝炭製造業；白炭製造業

○
( 〃 )

ただし、他人に雇われて木炭を製

造する焼子は事業所としない。

0239

その他の特用

林産物生産業

(きのこ類の

栽培を除く)

特用林産物のうち、薪及

び炭を除く林産物を生

産する事業所

松やに採取業；うるし採取業；う

るしかき業；松根油採取業（森林

内で行う松根油蒸留を含む）；樹脂

精油採取業（抽出・蒸留を含む）；

杉皮採取業；しゅろ皮はぎ業；天

然きのこ採取業；とうづる採取

業；あけびつる採取業；樹皮採取

業；松たけ採取業；林内種実採取

業；粗製しょうのう採取業；コル

ク皮採取業；野草採取業（薬草、

山菜など）；ささ採取業；そだ採取

業；竹皮採取業；かや採取業；ふ

し（五倍子）採取業；松葉採取業

024

林業サービ

ス業

0241

育林サービス

業

主として請負によって

造林、保育、保護を行う

事業所

育林請負業；植林請負業

0242

素材生産サー

ビス業

主として請負によって伐

木又は伐木と運材を兼ね

行う事業所

素材生産請負業；木材伐出請負

業；伐木運材請負業；共同貯木場

（森林組合、同連合会の運営によ

るもの）

○
( 〃 )

0243
山林種苗生産

サービス業

主として請負によって山

林用苗木の育成のため

の事業を行う事業所

山林用種苗生産請負業

0249

その他の林業

サービス業

他に分類されない主と

して請負で炭焼、山番な

どの林業に附帯するサ

ービスを行う事業所

薪請負製造業；炭焼請負業；炭賃

焼業；山番業

○
( 〃 )

029

その他の林

業

0299
その他の林業

他に分類されない林業、

狩猟業を営む事業所

狩猟業；わなかけ業；猟師業；昆

虫類採捕業；へび採捕業；山林用

種苗業

本分類には毛皮用、食用のための

鳥獣の捕獲､害鳥獣の捕獲又は昆

虫類､へびなどの採捕並びに山林

用種苗業も含まれる。

(注) 備考欄○印業務を単独で営む者は法第29条第1項第2号又は同条第2項第1号に該当するが、他の業務と兼業し営む場

合には法第34条第4号に該当するか否か個別具体に判断する。
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大分類 Ｃ－漁 業

中分類 小 分 類 細 分 類 備 考

03
漁 業

031
一般海面漁

業

0311

底びき網漁業

底びき網漁具をえい航

して行う漁業の事業所

遠洋底びき網漁業；以西底びき網

漁業；沖合底びき網漁業；小型機

船底びき網漁業；手操網漁業；う

たせ網漁業；けた網漁業；浮びき網

漁業；母船式底びき網漁業

法第29条第1項

第2号､第2項第

1号に該当す

る

0312

まき網漁業

まき網漁具を使用して

行う漁業の事業所

大中型まき網漁業；中型まき網漁

業；いわし揚操（巾着）網漁業；

あじ・さば揚操（巾着）網漁業；

いわし縫切網漁業；揚操網漁業；

巾着網操業；まき網漁業

〃

0313
刺網漁業

刺網漁具を使用して行

う漁業の事業所

いわし刺（流）網漁業；にしん刺

（流）網漁業；たら刺（流）網漁

業；かに刺（流）網漁業；いか刺

（流）網漁業；かじき等刺（流）

網漁業；さけ・ます刺（流）刺網

漁業

〃

0314
釣・はえなわ

漁業

釣漁具あるいははえな

わ漁具を使用して行う

漁業の事業所

かつお一本釣漁業；いかつり漁

業；あじ・さば一本釣漁業；一本

釣漁業；手釣漁業；文鎮こぎ漁業；

まぐろはえ縄漁業；たらはえ縄漁

業；たいはえ縄漁業；母船式かつ

お・まぐろ漁業；ひき縄漁業；は

え縄漁業

〃

0315

定置網漁業

定置網漁具を使用して

行う漁業の事業所

にしん定置網漁業；ぶり・まぐろ

落網漁業；台網漁業；落網漁業；

ます網漁業

〃

0316
地びき網・船

びき網漁業

地びき網漁具あるいは

船びき網漁具を使用し

て行う漁業の事業所

地びき網漁業、船びき網漁業
〃

0317
採貝・採藻業

貝けた漁業、潜水器漁業

によるものを除き、各種

の方法で貝・藻類を採取

する事業所

真珠採取業；あさり採取業；まま

ぐり採取業；かき採取業；あわび

採取業；さざえ採取業；採貝業；

こんぶ採取業；わかめ採取業；天

草採取業；のり採取業；採藻業；

海女による採貝・採操業

〃

0318

捕鯨業

主として鯨類を捕獲す

る事業所

母船式捕鯨業、近海捕鯨業 〃

0319
その他の海面

漁業

海面において他に分類

されない水産動植物を

採捕する事業所

たこつぼ漁業；うに採取業；なま

こ採取業；さんご採取業；海綿採

取業；潜水器漁業；つぼ漁業；か

ご漁業；筒漁業；やす漁業；突棒

漁業；さんま棒受網漁業；あじ・

さば棒受網漁業；四そう張漁業；

敷網漁業

〃

032
内水面漁業

0321
内水面漁業

河川、湖沼などの淡水に

おいて自然繁殖してい

る（まき付、放苗、投石、

耕うんなどいわゆる増

殖によって繁殖してい

るものを含む）水産動植

物を採捕する事業所

河川漁業；湖沼漁業；う飼漁業；

肥料用藻類採取業；ため池漁業；

やな漁業；えり漁業；ひき網漁業

（内水面漁業のもの）；まき網漁業

(内水面漁業のもの）；敷網漁業（内

水面漁業のもの）；かぶせ網漁業

（内水面漁業のもの）；投網漁業

（内水面漁業のもの）；魚釣業（内

水面漁業のもの）；はえ網漁業（内

水面漁業のもの）

〃
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中分類 小 分 類 細 分 類 備 考

04

水産養殖

業

041

海面養殖業

0411
魚類養殖業

魚類の養殖を行う事業

所

ぎんざけ養殖業；まあじ養殖業；

しまあじ養殖業；ぶり養殖業；ひ

らまさ養殖業；かんぱち養殖業；

まだい養殖業；ちだい養殖業；く

ろだい養殖業；ひらめ養殖業；ふ

ぐ類養殖業

法 第 29 条

第 1項第2

号 ､第 2項

第1号に該

当する

0412

貝類養殖業

貝類の養殖を行う事業

所

ほたてがい養殖業；かき類養殖

業；あわび類養殖業；もがい養殖

業；あかがい養殖業；いたやがい

養殖業；ひおうぎ養殖業；あさり

養殖業

〃

0413

藻類養殖業

藻類の養殖を行う事業

所

こんぶ類養殖業；わかめ類養殖

業；のり類養殖業；もずく養殖業

〃

0414

真珠養殖業

真珠母貝に真珠核挿入

の手術を施し、真珠の養

殖を行う事業所

真珠養殖業
〃

0415
種苗養殖業

海産魚介類の種苗養殖

を行う事業所及び真珠

母貝の稚貝を採苗し成

貝まで養殖する事業所

ぶり類種苗養殖業；たい類種苗養

殖業；くるまえび種苗養殖業；真

珠母貝養殖業；ほたてがい種苗養

殖業；かき類種苗養殖業；わかめ

種苗養殖業

〃

0419

その他の海面

養殖業

他に分類されない海産

動物類の養殖を行う事

業所

くるまえび養殖業；ほや類養殖

業；かざみ養殖業；うに養殖業

〃

042

内水面養殖

0421

内水面養殖業

内水面において行う養

殖業で、池中養殖、ため

池養殖、水田養魚、いけ

す養魚を行う事業所

こい養殖業；ふな養殖業；うなぎ

養殖業；さけ・ます類養殖業；あ

ゆ養殖業；錦鯉養殖業；ティラピ

ア養殖業；金魚養殖業；すっぽん

養殖業；水田養殖業；どじょう養

殖業；ぼら養殖業；淡水真珠養殖

業；淡水真珠母貝養殖業

〃

大分類 J―卸売・小売業

中分類 小分類 細分類

令第 22

条 第 6
号該当

法第 34

条 第 1
号該当

55

各種商品
小売業

551
百貨店、総

合スーパー

5511
百貨店、総合ス

ーパー

衣､食､住にわたる各種商品を小

売する事業所で､その事業所の

性格上いずれが主たる販売商品

であるかが判別できない事業所

であって､従業者が常時50人以

上のもの

百貨店、デパートメントストアー

（従業者が常時50人以上のも

の）；総合スーパー（従業者が常

時50人以上のもの）

× ×

559

その他の各

種商品小売

業

5599
その他の各種

商品小売業

衣､食､住にわたる各種商品を小

売する事業所で､その事業所の

性格上いずれが主たる販売商品

であるかが判別できない事業所

であって､従業者が常時50人未

満のもの

百貨店・デパートメントストアー

(従業者が常時50人未満のも

の)；ミニスーパー（衣、食、住

にわたって小売をするもの）；よ

ろず屋(衣、食、住にわたって小

売するもの)

× △

(注)を

参照)

(注) 備考欄△は、ミニスーパー、コンビニエンスストア［5791］は法第34条第1号に該当する。
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中分類 小分類 細分類

令第 22

条 第 6
号該当

法第 34

条 第 1
号該当

56

織 物 ・ 衣

服・身の回

り 品 小 売

業

561
呉服・服地

寝具小売業

5611

呉服・服地小売

業

主として呉服及

び服地を小売す

る事業所

呉服店；和服小売業；反物小売

業；帯小売業；服地小売業；小ぎ

れ小売業；裏地小売業；らしゃ小

売業

○ ○

5612
寝具小売業

主として寝具類

を小売する事業

所

ふとん小売業；毛布小売業；ふと

ん地小売業；敷布小売業；蚊帳小

売業；ふとん綿小売業；丹前小売

業；ナイトガウン小売業；まくら

小売業；マットレス小売業；パジ

ャマ小売業

× ×

562

男子洋服小

売業

5621
男子洋服小売

業

主として既製・注

文を問わず背広

服、学生服、オー

バーコートなど

の男子服を小売

する事業所

洋服店；注文服店（材料店持ちの

もの）；テーラーショップ；学生

服小売業；オーバーコート小売

業；レインコート小売業；ジャン

パー小売業；作業服小売業；ズボ

ン小売業

○ ○

563
婦人・子供

服小売業

5631

婦人服小売業

主として既製・注

文を問わず婦人

服を小売する事

業所

婦人服小売業；婦人服仕立業；婦

人用事務服小売業；洋裁店；レイ

ンコート小売業；毛皮コート小売

業；ブティック（婦人服）

○ ○

5632

子供服小売業

主として既製・注

文を問わず子供

服を小売する事

業所

子供服小売業；子供服仕立業；ベ

ビー服小売業

○ ○

564

靴・履物小

売業

5641
靴小売業

主として各種の

靴類を小売りす

る事業所

靴小売業；ゴム靴小売業；合成皮

革靴小売業；プラスチック成形靴

小売業；布製靴小売業；地下足袋

小売業；靴附属品小売業；注文靴

小売業；靴ひも小売業；靴墨小売

業

○ ○

5642
履物小売業（靴

を除く）

主としてげた、草

履、スリッパなど

を小売りする事

業所

履物小売業；げた屋；草履小売

業；スリッパ小売業；サンダル小

売業

○ ○

569
その他の・織

物・衣服・身

の回り品小

売業

5691
かばん・袋物小

売業

主としてかばん

及びハンドバッ

グ、札入れ、名刺

入れなどの袋物

を小売りする事

業所

かばん小売業；トランク小売業；

ハンドバック小売業；袋物小売業

○ ○

5692
洋品雑貨、小間

物小売業

主として洋品雑

貨及び小間物を

小売りする事業

所

洋品店；装身具小売業(貴金属を除く)；

化粧道具小売業；ｼｬﾂ小売業；ﾜｲｼ

ｬﾂ小売業；帽子小売業；ﾈｸﾀｲ小売

業；ﾊﾝｶﾁｰﾌ小売業；ふろしき小売

業；手ぬぐい小売業；タオル小売

業；足袋小売業；靴下小売業；扇

子･うちわ小売業；紋章小売業；

ﾍﾞﾙﾄ小売業；ﾊﾞｯｸﾙ小売業；裁縫

用品小売業；補整着小売業；下着

小売業；Tｼｬﾂ小売業

○ ○
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中分類 小分類 細分類

令第 22

条 第 6
号該当

法第34条

第 1号該
当

56
織 物 ・ 衣

服・身の回

り 品 小 売

業

569
その他の・

織 物 ・ 衣

服・身の回

り品小売業

5699
他に分類され

ない織物・衣

服・身の回り小

売業

主として傘、ステ

ッキなど他に分

類されない衣服

及び身の回り品

を小売りする事

業所

洋傘小売業；和傘小売業；ステッ

キ小売業；白衣小売業

○ ○

57

飲 食 料 品

小売業

571
各種食料品

小売業

5711
各種食料品小

売業

主として各種食

料品を一括して

一事業所で小売

する事業所

各種食料品店；食料雑貨店
○ ○

572

酒小売業

5721

酒小売業

主として酒を小

売する事業所

酒屋 ○ ○

573

食肉小売業

5731

食肉小売業(卵､

鳥肉を除く)

主として食肉及

び肉製品を小売

する事業所

肉屋；獣肉小売業；塩蔵肉小売

業；冷凍肉小売業；肉製品小売

業；魚肉ハム・ソーセージ小売業

○ ○

5732

卵・食肉小売業

主として卵及び

鳥肉を小売する

事業所

卵小売業；鳥肉小売業
○ ○

574
鮮魚小売業

5741
鮮魚小売業

主として各種鮮

魚及び貝類を小

売する事業所

魚屋；鮮魚小売業；貝類小売業；

かき小売業；川魚小売業；食用か

える小売業；冷凍魚小売業；海藻

小売業（生のもの）

○ ○

575
野菜・果実

小売業

5751

野菜小売業

主として野菜を

小売する事業所 野菜小売業；八百屋

○ ○

5662

果実小売業

主として果実を

小売する事業所

果実小売業；果実屋 ○ ○

576
菓子・パン

小売業

5761

菓子小売業
（製造小売）

主として各種の

菓子類、あめ類を

製造してその場

で小売する事業

所

洋菓子小売業；和菓子小売業；干

菓子小売業；だ菓子小売業；せん

べい小売業；あめ小売業；ケーキ

小売業；まんじゅう小売業；もち

小売業；焼いも屋；甘ぐり小売

業；アイスクリーム・アイスキャ

ンデー小売業；ドーナッツ小売業

× ×

5762
菓子小売業（製

造小売でない

もの）

主として各種の

菓子類、あめ類を

小売する事業所

洋菓子小売業；和菓子小売業；干

菓子小売業；だ菓子小売業；せん

べい小売業；あめ小売業；ｹｰｷ小

売業；まんじゅう小売業；もち小

売業；ｱｲｽｸﾘｰﾑ･ｱｲｽｷｬﾝﾃﾞｰ小売

業；ﾄﾞｰﾅｯﾂ小売業

○ ○

5763

パン小売業（製

造小売）

主として食ﾊﾟﾝ､ｺ

ｯﾍﾟﾊﾟﾝ､菓子ﾊﾟﾝ

など各種のﾊﾟﾝ類

を製造してその

場で小売する事

業所

パン小売業（製造小売）

× ×

5764

パン小売業（製

造小売でない

もの）

主として食パン、コ

ッペパン、菓子パン

など各種のパン類

を小売する事業所

パン小売業（製造小売でないも

の）

○ ○
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中分類 小分類 細分類

令第22

条 第 6

号該当

法 第 34

条第1号

該当

57
飲 食 料 品

小売業

577

米穀類小売

業

5771
米穀類小売業

主として米麦、雑

穀及び豆類を小

売する事業所

米麦小売業；雑穀小売業；豆類小

売業

○ ○

579
その他の飲

食料品の小

売業

5791
コンビニエン

スストア

主として飲食料品を中心と

した各種最寄り品をセルフ

サービス方式で小売する事

業所で、店舗規模が小さく、

終日又は長時間営業を行う

事業所

コンビニエンスストア（飲食料品

を中心とするものに限る）

× ○

5792

牛乳小売業

主として牛乳を

小売する事業所

牛乳小売業；牛乳スタンド ○ ○

5793

飲料小売業

主として酒類及

び牛乳以外の各

種の飲料を小売

する事業所

清涼飲料小売業；果汁飲料小売

業；ミネラルウォーター小売業；

乳酸菌飲料小売業；茶類飲料小売

業

○ ○

5794
茶類小売業

主として各種の

茶及び類似品を

小売する事業所

茶小売業；こぶ茶小売業；コーヒ

ー小売業；ココア小売業；豆茶小

売業；麦茶小売業；紅茶小売業

○ ○

5795
料理品小売業

主として各種の

料理品を小売す

る事業所

そう（惣）菜屋；折詰小売業；揚

物小売業；仕出弁当屋；駅弁売

店；給食センター；調理パン小売

業；おにぎり小売業；すし小売

業；煮豆小売業；ハンバーガー

店；持ち帰り弁当屋；ピザ小売業

○ ○

5796

豆腐・かまぼこ

等加工食品小

売業

主として豆腐、こ

んにゃく、納豆、

漬物、かまぼこ、

ちくわなどの加

工食品を小売す

る事業所

豆腐小売業；こんにゃく小売業；

納豆小売業；つくだ煮小売業；漬

物小売業；たい味そ小売業；ちく

わ小売業；おでん材料小売業

× ○

5797
乾物小売業

主として水産物

及び農産物の乾

物を小売する事

業所

乾物屋；干魚小売業；干ぴょう小

売業；ふ（麩）小売業；乾燥野菜

小売業；乾燥果実小売業；こうや

（高野）豆腐小売業；干しのり小

売業；くん製品小売業；海藻小売

業（乾燥したもの）

○ ○

5799

他に分類され

ない飲食料品

小売業

主として他に分

類されない飲食

料品を小売する

事業所

氷小売業；乾めん類小売業；イン

スタントラーメン小売業；缶詰小

売業；夕食材料宅配業；乳製品小

売業；調味料小売業

○ ○

58

自動車・自

転 車 小 売

業

581
自動車小売

業

5811
自動車小売業

主として自動車

（新車）を小売す

る事業所

自動車（新車）小売業
× ×

5812

中古自動車小

売業

主として中古自

動車を小売する

事業所

中古自動車小売業
× ×



- 252 -

中分類 小分類 細分類

令第22

条 第 6

号該当

法第34

条 第 1

号該当

58

自動車・自

転 車 小 売

業

581
自動車小売

業

5813
自動車部品・附

属品小売業

主として自動車

の部分品及び附

属品を小売する

事業所

自動車部品・附属品小売業；自動

車タイヤ小売業；カーアクセサリ

ー小売業；カーステレオ小売業

× ×

5814
二輪自動車小

売業

主として二輪自

動車及びその部

分品、附属品を小

売する事業所

二輪自動車小売業；スクータ小売

業；原動機付自動車小売業；二輪

自動車部分品・附属品小売業

○ ○

582
自転車小売

業

5821

自転車小売業

主として自転車

及びその部分品､

附属品を小売す

る事業所

自転車店；リヤカー小売業；自転

車・同部分品・付属品小売業；自

転車タイヤ・チューブ小売業；中

古自転車小売業

○ ○

59
家具・じゅ

う器・家庭

用 機 械 器

具小売業

591
家 具 ・ 建

具・畳小売

業

5911

家具小売業

主として各種の

家庭用家具を小

売する事業所

家具小売業；洋家具小売業；和家

具小売業；いす小売業；机小売業

；卓子小売業；ベッド小売業；つ

い立小売業；びょう

ぶ小売業；浴槽小売業；額縁小売

業；本箱小売業；鏡台小売業；じ

ゅうたん小売業；カーテン小売業

× ×

5912

建具小売業

主としてふすま､

障子、その他の建

具を小売する事

業所

建具小売業；木製建具小売業；金

属製建具小売業；建具屋

× ×

5913
畳小売業

主として畳、ござ､花

むしろ類を小売する

事業所

畳小売業；ござ小売業；花むしろ

小売業

× ×

5914

宗教用具小売

業

主として各種の

宗教用具を小売

する事業所

仏具小売業；神具小売業
× ×

592

機械器具小

売業

5921

電気機械器具

小売業

主としてテレビ

ジョン受信機、ラ

ジオ受信機、電気

冷蔵庫、電熱器、

電気アイロン、電

球など各種の家

庭用電気機械器

具及びその部分

品を小売する事

業所

電気機械器具小売業；テレビジョ

ン受信機小売業；電気洗濯機小売

業；電気ストーブ小売業；電気ア

イロン小売業；電気冷蔵庫小売

業；電気掃除機小売業；電球小売

業；電気音響機械器具小売業；扇

風機小売業；電気医療器械器具小

売業；電気井戸ポンプ小売業；Ｃ

Ｄプレイヤー小売業；ビデオテー

プレコーダー小売業；ビデオカメ

ラ小売業、録音・録画テープ小売

業；電話機小売業；電気毛布小売

業；ホットカーペット小売業

× ○

5922
電気事務機械

器具小売業

主として卓上計算機、ワード

プロセッサ、パーソナルコン

ピュータなど各種の電気事

務機械器具及びその部分

品・附属品を小売する事業所

ワードプロセッサ小売業；パーソ

ナルコンピュータ小売業；フレキ

シブルディスク小売業；パソコン

ソフト小売業（ゲーム用ソフトを

除く）

× ○
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中分類 小分類 細分類

令第22

条 第 6

号該当

法第34

条 第 1

号該当

59
家具・じゅ

う器・家庭

用 機 械 器

具小売業

592
機械器具小

売業

5929
その他の機械

器具小売業

主としてその他

の機械器具を小

売する事業所

ガス器具小売業；ミシン・編機・

同部分品小売業；石油ストーブ小

売業；度量衝器小売業；タイプラ

イター小売業；金庫小売業；浄水

器小売業

× ○

599
その他のじ

ゅう器小売

業

5991

金物小売業

主として家庭用

その他各種の金

物雑貨などを小

売する事業所

金物店；刃物小売業；そり刃小売

業；くぎ小売業；ほうろう鉄器小

売業；鉄器小売業；アルミニウム

製品小売業；錠前小売業；魔法瓶

小売業

○ ○

5992
荒物小売業

主としてほうき､ざ

る、日用雑貨､ろう

そくなどあるい

はこれらのもの

を合わせ小売す

る事業所

荒物屋；日用雑貨小売業；ほうき

小売業；ざる小売業；はし小売

業；ふるい小売業；たわし小売

業；竹かご小売業；バスケット小

売業；竹細工小売業；わら製品小

売業；縄小売業；しゅろ細工小売

業；ろうそく小売業；マッチ小売

業；こうり（行李）小売業；ポリ

バケツ小売業；ガムテープ・荷造

ひも小売業；農業用ビニールシー

ト小売業

○ ○

5993
陶磁器・ガラス

器小売業

主として各種の

陶磁器及びガラ

ス器を小売する

事業所

瀬戸物小売業；焼物小売業；土器

小売業；陶器小売業；磁器小売

業；ガラス器小売業；食器小売

業；花器小売業

○ ○

5999

他に分類され

ないじゅう器

小売業

主として他に分

類されないじゅ

う器を小売する

事業所

漆器小売業；茶道具小売業；花器

小売業；プラスチック製食器小売

業；華道具小売業；貴金属製食器

小売業

× ×

60

そ の 他 の

小売業

601
医薬品・化

粧品小売業

6011

医薬品小売業

主として一般用

医薬品及び医療

用品を小売する

事業所

薬局；薬店；漢方薬小売業；生薬

小売業；薬種小売小売業；医薬品

配置小売業；紙おむつ小売業；ア

ルコール小売業（医療用）

○ ○

6012

調剤薬局

主として、医師の

処方せんに基づ

き医療用医薬品

を調剤し、販売又

は授与する事業

所

薬局（調剤を主とするもの）；調

剤薬局；ファーマシー（調剤を主

とするもの）

○ ○

6013

化粧品小売業

主として化粧品

を小売する事業

所

化粧品店；香水小売業；香油小売

業；おしろい小売業；整髪料小売

業；石けん小売業；歯磨小売業；

シャンプー小売業；白髪染小売業

○ ○

602

農耕用品小

売業

6021

農業用機械器

具小売業

主として農業用

機械器具を小売

する事業所

農業用機械器具小売業；すき・く

わ・かま小売業；鳥獣害防除器具

小売業；畜産用機器小売業；養蚕

用機器小売業；耕うん機小売業；

ハンドトラクター小売業；コンバ

イン小売業

× ○
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中分類 小分類 細分類

令第22

条 第 6

号該当

法第34

条 第 1

号該当

60
そ の 他 の

小売業

602

農耕用品小

売業

6022

苗・種子小売業

主として苗及び

種子を小売する

事業所

種苗小売業；苗木小売業；種子小

売業

× ○

6023

肥料・飼料小売

業

主として肥料、農

薬及び飼料を小

売する事業所

肥料小売業；飼料小売業；農薬小

売業；園芸用土小売業

× ○

603

燃料小売業

6031

ガソリンスタ

ンド

計量器付の給油

ポンプを備え、主

として自動車そ

の他の燃料用ガ

ソリン、軽油及び

液化石油ガスを

小売する事業所

ガソリンスタンド；給油所；液化

石油ガス（ＬＰＧ）スタンド

× ○

6032
燃料小売業

主として灯油、プ

ロパンガス、石

炭、まきなどの燃

料を小売する事

業所

薪炭小売業；練炭小売業；豆炭小

売業；石炭小売業；プロパンガス

小売業；灯油小売業

○ ○

604
書籍・文房

具小売業

6041

書籍・雑誌小売

業

主として書籍及

び雑誌を小売す

る事業所

書店；洋書取次店；古本屋；楽譜

小売業

× ○

6042

新聞小売業

主として新聞を

小売する事業所

新聞販売店；新聞取次店 × ○

6043

紙・文房具小売

業

主として紙、紙製

品及び文房具を

小売する事業所

洋紙小売業；板紙小売業；和紙小

売業；ふすま紙小売業；障子紙小

売業；帳簿類小売業；ノート小売

業；万年筆小売業；鉛筆小売業；

ペン小売業；インキ小売業；すず

り小売業；筆小売業；朱肉小売

業；製図用具小売業；そろばん小

売業；手工材料小売業；絵画用品

小売業

○ ○

605
スポーツ用

品 ・ が ん

具・娯楽用

品・楽器小

売業

6051

スポーツ用品

小売業

主として各種の

スポーツ用品を

小売する事業所

運動具小売業；スポーツ用品小売

業；ゴルフ用品小売業；釣具小売

業；狩猟用具小売業；スポーツ用

靴小売業；運動用衣小売業；ジェ

ットスキー小売業；サーフボード

小売業；登山用品小売業

× ○

6052
がん具・娯楽用

品小売業

主としてがん具

及び娯楽用品を

小売する事業所

おもちゃ屋；人形小売業；模型が

ん具小売業；教育がん具小売業；

羽子板小売業；娯楽用品小売業；

テレビゲーム機小売業；ゲーム用

ソフト小売業

○ ○

6053

楽器小売業

主として各種の

楽器及びレコー

ドを小売する事

業所

洋楽器小売業；ピアノ小売業；和

楽器小売業；三味線小売業；レコ

ード・ミュージックテープ小売

業；コンパクトディスク小売業

（音楽用のもの）

× ×

606

写真機・写真材

料小売業

6061

写真機・写真材

料小売業

主として写真機

及び写真材料を

小売する事業所

写真機小売業；撮影機小売業；映

写機小売業；写真感光材料小売

業；写真フィルム小売業

× ×
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中分類 小分類 細分類

令第22

条 第 6

号該当

法第34

条 第 1

号該当

60

そ の 他 の

小売業

607

時計・眼鏡

光学機械小

売業

6071

時計・眼鏡・光

学機械小売業

主として時計、眼鏡

及び光学機械並びに

附属品を小売する事

業所

時計屋；眼鏡小売業；コンタクト

レンズ小売業；双眼鏡小売業；望

遠鏡小売業

× ○

609
他に分類さ

れない小売

業

6091
たばこ・喫煙具

専門小売業

専らたばこ、喫煙

具を小売する事

業所

たばこ・喫煙具専門小売店 ○ ○

たばこ及び喫煙具の小売と他の

商品の小売を兼ねている事業所

については、他の商品によって分

類される

6092

花・植木小売業

主として花及び

植木を小売する

事業所

花屋；切花小売業；フローリス

ト；植木小売業；盆栽小売業

× ○

6093

建築材料小売

業

主として木材、セ

メント、板ガラス

などの建築材料

を小売する事業

所

木材小売業；セメント小売業；板

ガラス小売業；ブロック小売業；

プラスチック建材小売業

× ×

6094

ジュエリー製

品小売業

主として金・銀加

工製品及び宝石

類を小売する事

業所

宝石小売業；金製品小売業；銀製

品小売業；白金製品小売業；装身

具小売業（貴金属製のもの）

× ×

6095
ペット・ペット

用品小売業

主として犬、猫、小鳥、熱帯

魚などのペット及びペット

フード、ペット用品を小売す

る事業所

ペットショップ；愛がん用動物小

売業；鑑賞用魚小売業；ペットフ

ード小売業

× ×

6096

骨とう品小売

業

主として骨とう

品を小売する事

業所

骨とう品小売業
× ×

6097
中古品小売業

（骨とう品を

除く）

主として中古の

衣服、家具、楽器、

運動用品、靴など

他に分類されな

い中古品を小売

する事業所

中古衣服小売業；古道具小売業；

中古家具小売業；古建具小売業；

古楽器小売業；古写真機小売業；

古運動具小売業；中古靴小売業；

古レコード小売業；中古電気機械

器具小売業；中古ＣＤ小売業；中

古電気事務機械器具小売業；中古

ゲーム用ソフト小売業；リサイク

ルショップ

× ×

6099
他に分類され

ないその他の

小売業

主として他に分

類されないその

他の商品を小売

する事業所

美術品小売業；名刺小売業；印章

小売業；印判小売業；帆布小売

業；造化小売業；標本小売業；旗

ざお・物干しざお小売業；碑石・

墓石小売業；石工業；荷車小売

業；古切手小売業；郵趣品小売

業；古銭小売業；教育用磁気テー

プ小売業；合成洗剤小売業；石け

ん小売業；コンパクトディスク小

売業；絵画小売業；金・銀・白金

地金小売業；録画テープ小売業

× ×
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大分類 Ｍ-飲食店、宿泊業

中分類 小分類 細分類

令第22

条 第 6

号該当

法第34

条 第 1

号該当

70
一 般 飲 食

店

701
食堂、レス

トラン

7011
一般食堂

主として主食を

その場で飲食さ

せる事業所

食堂；大衆食堂；お好み食堂；定

食屋；めし屋；ファミリーレスト

ラン

× ○

7012

日本料理店

主として特定の

日本料理をその

場所で飲食させ

る事業所

てんぷら料理店；うなぎ料理店；

川魚料理店；精進料理店；鳥料理

店；釜めし屋；お茶漬屋；にぎり

めし屋；沖縄料理店；とんかつ料

理店；郷土料理店；かに料理店；

牛丼店；ちゃんこ鍋店；しゃぶし

ゃぶ店；すき焼き店；懐石料理店

× ○

7013

西洋料理店

主として欧米諸

国の料理をその

場所で飲食させ

る事業所

フランス料理店；ロシア料理店；

イタリア料理店；メキシコ料理店

× ○

7014

中華料理店

主として中華料

理をその場所で

飲食させる事業

所

中華料理店；上海料理店；北京料

理店；広東料理店；四川料理店；

台湾料理店；中華そば店；ぎょう

ざ（餃子）店；ラーメン店

× ○

7019

その他の食堂､

レストラン

主として他に分

類されない特定

の料理をその場

所で飲食させる

事業所

朝鮮料理店；印度料理店；カレー

料理店；焼肉店；エスニック料理

店；無国籍料理店

× ○

702
そば・うど

ん店
7021
そば・うどん店

主としてそば及

びうどんをその

場所で飲食させ

る事業所

そば屋；うどん店
× ○

703
すし店

7031
すし店

主としてすしを

その場所で飲食

させる事業所

すし屋
× ○

704

喫茶店

7041

喫茶店

主としてコーヒ

ー、紅茶、清涼飲

料などの飲料及

び簡易な食事を

その場所で飲食

させる事業所

喫茶店；フルーツパーラー；音楽

喫茶；珈琲店；カフェ

× ○

709

その他の一

般飲食店

7099

その他の一般

飲食店

主として大福、今

川焼、ハンバーガ

ー、お好み焼き、

ところ天､汁粉、湯

茶など他に分類

されない飲食料

品をその場所で

飲食させる事業

所

大福屋；今川焼屋；ところ天屋；

氷水屋；甘酒屋；汁粉屋；お好み

焼屋；×ドライブイン（飲食店で

あって主たる飲食料品が不明な

もの）；ハンバーガー店；甘味処；

たこ焼屋

× ○

（注）

を参照

(注) ドライブインについては、法第34条9号に該当するもののみ立地できる。
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中分類 小分類 細分類

令第22

条 第 6

号該当

法第34

条 第 1

号該当

71

遊 興 飲 食

店

711

料 亭

7111

料 亭

主として日本料

理を提供し、客

に遊興飲食させ

る事業所

料亭；割ぽう店；待合
× ×

712

バー、キャ

バレー、ナ

イトクラブ

7121

バー、キャバレ

ー、ナイトクラ

ブ

主として洋酒及

び料理を提供し､

客に遊興飲食さ

せる事業所

バー；スナックバー；キャバレー；

ナイトクラブ

× ×

713

酒場、ビヤ

ホール

7131

酒場、ビヤホー

ル

一般大衆的向け

に、主として酒

類及び料理をそ

の場所で飲食さ

せる事業所

大衆酒場；居酒屋；焼鳥屋；おでん

屋；もつ焼屋；ダイニングバー；ビ

ヤホール

× ×

72

宿泊業

721

旅館、ホテ

ル

7211

旅館、ホテル

主として短期間

宿泊又は宿泊と

食事を一般公衆

に提供する営利

的な事業所

旅館；ホテル；観光ホテル；宿屋；

温泉旅館；割ぽう旅館；国民宿舎；

民宿；モーテル；ビジネスホテル；

国民旅館

× ×

722

簡易宿所

7221

簡易宿所

宿泊する場所が、主と

して多数人で共用する

構造及び設備であって

宿泊又は宿泊と食事を

一般公衆に提供する営

利的な事業所

簡易宿泊所；ベットハウス；山小

屋；カプセルホテル

× ×

723

下宿業

7231

下宿業

主として長期間

食事付きで宿泊

を提供する事業

所又は寝具を提

供して宿泊させ

る事業所

下宿屋；下宿業

× ×

729

その他の宿

泊業

7291

会社・団体の宿

泊所

主として 短期 間会

社・団体の所属員な

ど､特定の対象者のみ

に宿泊又は宿泊と食

事を提供する事業所

会員宿泊所；共済組合宿泊所；共済

組合会館；保養所；ユースホステ

ル；会社の宿泊所

× ×

7292
リゾートクラ

ブ

主として預託金制、共

有制により利用権を取

得した会員に宿泊施設

又は宿泊施設を核とす

るリゾート施設を提供

する事業所

リゾートクラブ

× ×

7299

他に分類され

ない宿泊業

他に分類されな

い宿泊又は宿泊

と食事を提供す

る事業所

合宿所；会社の寄宿舎；会社の独身

寮；学生寮；キャンプ場

× ×
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大分類 Ｎ-医療、福祉

中分類 小分類 細分類

法第34

条 第 1

号該当

法第34

条第14

号該当

73

医療業

731

病院

7311

一般病院

患者20人以上の収

容施設を有して医

師又は歯科医師が

医業を行う事業所

病院（精神病床又は結核病床でないも

の）；特定機能病院；地域医療支援

病院；療養型病床群を有する病院

× ※2

7312

精神病院

精神病患者20人以

上の収容施設のみ

を有して医師が医

業を行う事業所

精神病院
× ※2

7313

結核病院

結核患者20人以上

の収容施設のみを

有して医師が医業

を行う事業所

結核病院；結核療養所
× ※2

732

一般診療所

7321

有床診療所

患者19人以下の収容

施設を有して医師が

医業を行う事業所

医院（有床のもの）；診療所（有床

のもの）；療養型病床群を有する診

療所

※１ ※2

7322

無床診療所

患者の収容施設を有

しないで、又は往診

のみによって医師が

医業を行う事業所

医院（無床のもの）；診療所（無床

のもの）

※１ ※2

733

歯科診療所

7331

歯科診療所

患者の収容施設を有しな

いで、若しくは往診のみに

よって、歯科医師が歯科医

業を行う事業所

歯科医院；歯科診療所
※１ ※2

734

助産・看護

業

7341

助産所

助産師がその業務

(病院又は診療所で

行うものを除く)を

行う事業所

助産所；助産師業
※１ ※2

7342

看護業

看護師又は准看護師であっ

て、公共職業安定所若しくは

派出看護師会に求職登録を

行ってあっせんされ、看護業

務を行うもの、又は独立して

看護を業とするもの

看護師業；派出看護師業；訪問看護

ステーション

※１ ※2

735

療術業

7351

あん摩マッサ

ージ指圧師・は

り師・きゅう

師・柔道整復師

の施術所

あん摩マッサー

ジ指圧師、はり

師、きゅう師及

び柔道整復師が

その業務を行う

事業所

あん摩業；マッサージ業；指圧業；

はり業；きゅう業；柔道整復業

○ ×

7359

その他の療術

業

温熱療法、光熱療法､

電気療法、刺激療法な

どの医業類似行為を

業とする者がその業

務を行う事業所

太陽光線療法業；温泉療法業；催眠

療法業；視力回復センター

× ×

※1 主として市街化調整区域の周辺居住者が利用するものに限る。

※2 関係部局と調整がとれたもののうち、次のいずれかに該当するものであること。

(1) 救急医療の充実が求められる地域において、患者等の搬送手段の確保のため、周辺の交通基盤等の活用が必要と

認められる場合。

(2) 入院患者等にとって、周辺の優れた自然環境その他の療養環境が必要と認められる場合。

(3) 病床過剰地域に設置された病院又は診療所が、病床不足地域に移転する場合。
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中分類 小分類 細分類

法第34

条 第 1

号該当

法第34

条第14

号該当

75

社 会 保

険・社会福

祉・介護事

業

753

児童福祉事

業

7531

保育所

日日保護者の委託を

受けて、乳児又は幼

児を保育する福祉事

業行う事業所

保育所；託児所
※1 ※3

7539

その他の児童

福祉事業

乳児、幼児、少

年に対する他に

分類されない福

祉事業を行う事

業所

児童相談所；乳児院；母子生活支援

施設；児童厚生施設（児童館）；児

童養護施設；知的障害児施設；盲ろ

うあ児施設；肢体不自由児施設；情

緒障害児短期治療施設；児童家庭支

援センター；母子福祉センター；母

子休養ホーム

該当す

る場合

がある

※1

該当す

る場合

がある

※3

754

老人福祉・

介護事業

（訪問介護事

業を除く）

7541

特別養護老人

ホーム

常時介護を必要とし、在宅

介護が困難な老人又はこ

れに準じる状態の要介護

者に対して介護サービス

を提供する事業所

特別養護老人ホーム；介護福祉施設

〃 〃

7542

介護老人保健

施設

症状が安定期にある要介

護者に対し、看護、医学的

管理の下における介護及

び機能訓練その他必要な

医療ケアを行う事業所

介護老人保健施設

× ※4

7543

通所・短期入所

介護施設

要介護者を通所又は短

期入所させ、介護等の

日常生活上の世話や機

能訓練を行う事業所

老人デイサービスセンター；老人短

期入所施設

※1 ※3

7544

痴呆性老人グ

ループホーム

比較的安定した状態にある

痴呆の要介護者に対し、共同

生活を営む住居において介

護等の日常生活上の世話や

機能訓練を行う事業所

痴呆性老人グループホーム

該当す

る場合

がある

※1

該当す

る場合

がある

※3

7545

有料老人ホー

ム

入居一時金等の料金を徴収

して老人を入居させ、食事

の提供その他日常生活上必

要な便宜を提供する事業所

有料老人ホーム
× 該当す

る場合

がある

7549

その他の老人

福祉・介護事業

他に分類されな

い老人福祉・介

護事業を行う事

業所

養護老人ホーム；軽費老人ホーム

（ケアハウスを含む）；老人福祉セ

ンター；×高齢者生活福祉センタ

ー；×老人憩いの家；老人介護支援

センター

該当す

る場合

がある

※1

該当す

る場合

がある

※3

※1 主として市街化調整区域の周辺居住者が利用するものに限る。

※3 関係部局と調整がとれたもののうち、次のいずれかに該当するものであること。

(1) 近隣に関係する医療施設、社会福祉施設等が存在し、これらの施設が持つ機能とが密接に連携しつつ立地又は運

用する必要がある場合。

(2) 利用する者の安全等を確保するため立地場所に配慮する必要がある場合。

(3) 周辺の優れた自然環境が必要と認められる場合など、周辺の資源、環境等の活用が必要である場合。

※4 協力病院が近隣に所在する場合等。

(注) 国、都道府県等が設置する児童相談所等は、法第29条第1項第3号に該当し許可不要である。
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中分類 小分類 細分類

法第34

条 第 1

号該当

法第34

条第14

号該当

75

社 会 保

険・社会福

祉・介護事

業

755

障害者福祉

事業

7551

身体障害者福

祉事業

身体障害者に対

する福祉事業を

行う事業所

身体障害者更生施設；身体障害者療

護施設；身体障害者授産施設；身体

障害者福祉センター；身体障害者福

祉ホーム

該当する

場合があ

る。※1

該当する

場合があ

る。※3

7552

知的障害者福

祉事業

知的障害者に対

する福祉事業を

行う事業所

知的障害者援護施設；知的障害者更

生相談所

〃 〃

7553

精神障害者福

祉事業

精神障害者に対

する福祉事業を

行う事業所

精神障害者生活訓練施設；精神障害

者福祉ホーム；精神障害者授産施

設；精神障害者福祉工場；精神障害

者地域生活支援センター；精神障害

者グループホーム

〃 〃

759

その他の社

会保険・社

会福祉・介

護事業

7591

更生保護事業

保 護観 察対 象

者､刑務所出所

者等の更生を助

けることを目的

とする更生保護

事業を行う事業

者

更生保護施設；更生保護協会

× 該当す

る場合

がある

※3

7592

訪問介護事業

老人、障害者等

の居宅において

入浴、食事等の

介護やその他の

日常生活上の世

話を行う事業所

訪問介護事業所；訪問入浴介護事業

所

× ×

7599

他に分類され

な い 社 会 保

険・社会福祉・

介護事業

他に分類されな

い社会保険・社

会福祉・介護事

業

社会福祉協議会；共同募金会；善意

銀行；授産所；年金資金運用基金；

心身障害者福祉協会；民生保護寮；

医薬品副作用被害救済・研究振興調

査機構；婦人相談所

× ×

※1 主として市街化調整区域の周辺居住者が利用するものに限る。

※3 関係部局と調整がとれたもののうち、次のいずれかに該当するものであること。

(1) 近隣に関係する医療施設、社会福祉施設等が存在し、これらの施設が持つ機能とが密接に連携しつつ立地又は運

用する必要がある場合。

(2) 利用する者の安全等を確保するため立地場所に配慮する必要がある場合。

(3) 周辺の優れた自然環境が必要と認められる場合など、周辺の資源、環境等の活用が必要である場合。
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大分類 Ｏ－教育、学習支援業

中分類 小分類 細分類

法 第 34

条第1号

該当

法第34

条第14

号該当

76

学校教育

761

小学校

7611

小学校 初等普通教育を行う事業所
小学校 ※1 ×

762

中学校

7621

中学校

小学校における教育を基礎とし

て、中等普通教育を行う事業所
中学校 ※1 ×

763

高等学校、

中等教育学

校

7631

高等学校

中学校における教育を基礎として、高

等普通教育及び専門教育を行う事業所
高等学校 ※1 ※5

763

中等教育学校

小学校における教育を基礎として、中

等普通教育並びに高等普通教育及び

専門教育を一貫して行う事業所

中等教育学校 ※1 ※5

764

高等教育機

関

7641

大学

学術の中心として、広く知識を授ける

とともに、深く専門の学芸を教授研究

し、知的、道徳的及び応用能力を展開
させるための教育を行う事業所

大学
× 該当す

る場合

もある

※5

7642

短期大学

深く専門の学芸を教授研究し、職業又は
実際生活に必要な能力を育成するため

の教育を行う事業所

短期大学 × 〃

7643

高等専門学校

深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能
力を育成するための教育を行う事業所

高等専門学校 × 〃

765

特殊教育書

学校

7651

盲学校

盲者(極度の弱視者を含む)に対して、幼稚

園､小学校､中学校又は高等学校に準ずる
教育を行い、併せてその障害を補うため

に必要な知識技能を授ける事業所

盲学校
※1 ※5

7652

ろう（聾）学校

ろう（聾）者（極度の難聴者を含む）に対し
て、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に

準ずる教育を行い、併せてその障害を補うた
めに必要な知識技能を授ける事業所

ろう（聾）学校
※1 ※5

7653

養護学校

知的障害者、肢体不自由者又は病弱者

（身体虚弱者を含む）に対して、幼稚園､
小学校､中学校又は高等学校に準ずる教

育を行い、併せてその障害を補うために

必要な知識技能を授ける事業所

養護学校
※1 ※5

766

幼稚園

7661

幼稚園

幼児を保育し、その心身を発達

させるための教育を行う事業者
幼稚園 ※1 ×

767

専修学校、

各種学校

767

専修学校

職業若しくは実際生活に必要な

能力を育成し又は教養の向上を
図るための教育を行う事業所

専修学校；高等専修学

校（高等課程を置く専

修学校）；専門学校（専

門課程を置く専修学

校）

× ×

767

各種学校
学校教育法による学校教育に類
する教育を行う事業所

各種学校；洋裁学校；

タイピスト学校；写真

学校；理容・美容学

校；自動車教習所；学

習塾（各種学校のも

の）；進学塾（各種学

校のもの）；予備校（各

種学校のもの）

× ×

※1 主として市街化調整区域の周辺居住者が利用するものに限る。

※5 教育環境の確保のため、周辺の資源、環境等が必要であると認められ、関係部局と調整がとれたもの。
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中分類 小分類 細分類

令第22

条 第 6

号該当

法 第 34

条第1号

該当

77

そ の 他 の

教育、学習

支援業

771

社会教育

7711
公民館

市町村その他一定区域内

の住民のために、実際生活

に即する教育、学術及び文

化に関する各種の活動を

行う事業所

公民館

（注）社会教育法第20条に規定す

るものは、法第29条第1項第3号該

当。法第34条第14号の該当事例あ

り。

× ×

7712
図書館

図書、記録その他必要

な資料を収集し、整理

し、保存して、一般公

衆又は特定人の利用に

供する事業所

図書館；専門図書館；点字図書館

（注）図書館法第2条第1項に規定

するものは、法第29条第1項第3号

該当。

× ×

7713

博物館、美術館

歴史、芸術、民族、

産業、自然科学等に

関する資料を収集

し、保管し、展示し

て一般公衆の利用に

供する事業所

産業博物館；天文博物館；貿易博

物館；逓信博物館；美術館；宝物

館；歴史民俗資料館；郷土資料館

；埋蔵文化財収蔵館；民族資料収

蔵館

（注）博物館法第2条第1項に規定

するものは、法第29条第1項第3号

該当。

× ×

7714

動物園、植物園、

水族館

一般公衆に対し

て動植物を観覧

させる事業所

動物園；植物園；水族館；へび専

門園

× ×

7715

青少年教育施設

心身ともに健全な青少年

を育成するために青少年

教育活動を行う事業所

青年の家；都市青年の家；児童文

化センター；少年自然の家；青年

館

× ×

7716

社会通信教育

通信の方法により一定の

教育計画の下に教材、補助

教材等を受講者に送付し、

これに基づき、設問回答、

添削指導、質疑応答などを

行う事業所

財団法人日本通信美術学園；財団

法人日本書道教育学会；財団法人

日本英語教育協会；財団法人実務

教育研究所；財団法人中央工学校

生涯学習センター

× ×

7719

その他の社会教

育

他に分類されな

い社会教育を行

う事業所

女性教育会館
× ×

772
職業・教育

支援施設

7721

職員教育施設・

支援業

官公庁、企業若しくは事業

所が業務遂行のため所属

職員等を対象として教

育・研修を行う事業所又は

官公庁、企業若しくは事業

所からの委託を受けて業

務遂行のための教育・研修

を行う事業所

航空保安大学校；防衛大学校；警

察大学校；海上保安大学校；郵政

大学校；自治大学校；社会保険大

学校；気象大学校；経済産業研修

所；工業所有権研修所；消防学

校；農林水産研修所；森林技術総

合研修所；郵政研修所；社員教育

受託業

× ×

7722

職業訓練施設

公的に職業能力

開発、技能講習

などを行う事業

所

職業能力開発大学校；職業能力開

発短期大学校；職業能力開発校；

職業能力開発促進センター；障害

者職業能力開発校；婦人就業援助

施設；航海訓練所；海員学校；海

技大学校；航空大学校；農業者大

学校；水産大学校

× ×
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中分類 小分類 細分類

令第22

条 第 6

号該当

法 第 34

条第1号

該当

77
そ の 他 の

教育、学習

支援業

772
職業・教育

支援施設

7729

その他の職業・

教育支援施設

その他に分類さ

れない職業・教

育支援施設を営

む事業所

少年院；児童自立支援施設
× ×

773

学習塾

7731

学習塾

小学生、中学生､高校

生などを対象として

学校教育の補習教育

又は学習指導を行う

事業所

○学習塾；進学塾；予備校

× ×

（○印は

該 当 す

る）

774

教養・技能

教授業

7741

音楽教授業

主として音楽に

関する技能・技

術を教授する事

業所

ピアノ教授所；バイオリン教授所；

エレクトーン教授所；ギター教授

所；三味線教授所；琴教授所；尺八

教授所；声楽教授所；歌謡教室；カ

ラオケ教室；長唄指南所

× ○

7742

書道教授業

主として書道を

教授する事業所 書道教授所；書道教室
× ○

7743

生花・茶道教授

業

主として生花・

茶道を教授する

事業所

生花教授所；華道教室；茶道教授

所

× ○

7744

そろばん教授業

主としてそろば

んを教授する事

業所

そろばん教授所；そろばん塾
× ○

7745

外国語会話教授

業

主として外国語

会話を教授する

事業所

英会話教授所；英会話教室；外国

語会話教室

× ○

7746
スポーツ・健康

教授業

主としてスポーツ､

健康、美容などを

目的として柔道、

水泳、ヨガ、体操

などを教授する事

業所

スポーツ・健康教授業；スイミン

グスクール；ヨガ教室；気孔術教

授所；テニス教室；バレーボール

教室；エアロビクス教室；リズム

教室；体操教室；ゴルフスクー

ル；柔道場；剣道場；サーフィン

教室；ダイビングスクール

× ×

7747
フィットネスク

ラブ

室内プール、トレーニングジム､

スタジオなどの運動施設を有し､

インストラクター、トレーナー

などの指導員を配置して、会員

にスポーツ、体力向上方法など

を教授する事業所

フィットネスクラブ；フィットネ

スジム；アスレチッククラブ

× ×

7749

その他の教養・

技能教授業

他に分類されな

い教養、技能、

技術などを教授

する事業所

○囲碁教室；○編物教室；○着物

着付教室；○料理教室；美術教

室；工芸教室；教養講座；舞踏教

授所；ダンス教室；ジャズダンス

教室；○フラワーデザイン教室；

カルチャー教室；○家庭教師

× ×

（○印は

該 当 す

る）

779

他に分類さ

れない教育、

学習支援業

7799

他に分類されな

い教育、学習支

援業

他に分類されな

い教育、学習支

援業を営む事業

所

料理学校；タイピスト学校；洋裁

学校；歯科衛生士養成所（以上、

専修学校、各種学校でないも

の）；自動車教習所（各種学校で

ないもの）

× ×
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大分類 Ｐ－複合サービス事業

中分類 小分類 細分類

令第22

条 第 6

号該当

法 第 34

条第1号

該当

79
協 同 組 合

（ 他 に 分

類 さ れ な

いもの）

791

農 林 水 産

業 協 同 組

合

7911

農業協同組合

経営指導事業、購買事業、信

用事業、共済事業、厚生事業

等を複合的に行う他に分類

されない農業協同組合､農業

協同組合連合会、農業協同組

合中央会の事業所

農業協同組合（各種の事業を行う

もの）

× ○

7912
漁業協同組合

経営指導事業、購買事業、信

用事業、共済事業、厚生事業

等を複合的に行う他に分類さ

れない漁業協同組合、漁業協

同組合連合会の事業所

漁業協同組合（各種の事業を行う

もの）

× ○

7913

水産加工業協同

組合

経営指導事業、購買事業、信用

事業、共済事業、厚生事業等を

複合的に行う他に分類されない

水産加工業協同組合及び水産加

工業同組合連合会の事業所

水産加工業協同組合（各種の事業

を行うもの）

× ○

7914
森林組合

経営指導事業、購買事業、信

用事業、共済事業、厚生事業

等を複合的に行う他に分類

されない森林組合及び森林

組合連合会の事業所

森林組合（各種の事業を行うも

の）

× ○

792

事 業 協 同

組合

7921
事業協同組合

経営指導事業、信用事業、検

査事業、厚生事業等を複合的

に行う他に分類されない事

業協同組合及び事業協同組

合連合会の事業所

織物協同組合（各種事業を行うも

の）；ユニット工業協同組合（各

種事業を行うもの）；青果物商業

協同組合（各種事業を行うもの）

× ○

大分類 Ｑ－サービス業

中分類 小分類 細分類

令第22

条 第 6

号該当

法 第 34

条第1号

該当

80

専 門 サ ー

ビス業

808
写真業

8081

写真業

主として肖像撮影、フィ

ルム現像、焼付、引伸を

行う事業所及びフｨルム

複写を行う事業所

写真撮影業；写真館；街頭写真業
× ○

8082
商業写真業

主として広告、出版及びその

他の業務的使用者のための

写真業を行う事業所

商業写真業；宣伝写真業；出版写

真業；広告写真業；芸術写真業

× ×

82
洗 濯 ・ 理

容・美容・

浴場業

821
洗濯業

8211

普通洗濯業

衣服その他の繊維

製品及び皮革製品

を原型のまま洗濯

する事業所

洗濯業；クリーニング業；ランド

リー業；×クリーニング工場

○ ○

（ただし、×印のクリーニング工

場は、該当しない。）

8212
洗濯物取次業

洗濯物の受取り

及び引渡しを行

う事業所

洗濯物取次所；クリーニング取次

所

○ ○
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中分類 小分類 細分類

令第22

条 第 6

号該当

法 第 34

条第1号

該当

82
洗 濯 ・ 理

容・美容・

浴場業

821

洗濯業
8213
リネンサプライ

業

繊維製品を洗濯し、こ

れを使用させるために

貸与し、その使用後回

収して洗濯し、更にこ

れを貸与することを繰

り返して行う事業所

リネンサプライ業；貸おむつ業；

貸おしぼり業；貸ぞうきん業；貸

モップ業

× ×

822
理容業

8221
理容業

主として頭髪の刈り込み､

顔そりなどの理容サービ

スを提供する事業所

理髪店；床屋；理容院；理容所；

バーバー

× ○

823

美容業

8231

美容業

主としてパーマネント

ウェーブ、結髪、化粧

などの美容サービスを

提供する事業所

美容室；美容院；髪結業；ビュー

ティーサロン

× ○

824

公 衆 浴 場

業

8241

公衆浴場業

日常生活の用に供す

るため、公衆又は特

定多数人を対象とし

て入浴させる事業所

銭湯業；湯屋業；ふろ屋業
× ○

825

特 殊 浴 場

業

8251

特殊浴場業

薬治、美容など特殊な効果

を目的として公衆又は特

定多数人を対象として入

浴させる事業所

温泉浴場業；蒸しぶろ業；砂湯

業；サウナぶろ業；鉱泉浴場業；

ソープランド業

× ×

829

そ の 他 の

洗 濯 ・ 理

容・美容・

浴場業

8291
洗張・染物業

他人の注文によって、衣服

などを分解し、洗張、湯の

し、染抜などを行う事業所

及び衣類、織物などの染色

を行う事業所

洗張業；張物業；湯のし業；染抜

業；染物屋；京染屋；丸染屋；染

直し業；色揚業；染物取次業

× ×

8292
エステティック

業

手技又は化粧品・機器等を用

いて、人の皮膚を美化し､体

型を整えるなどの指導又は

施術を行う事業所

エステティックサロン
× ×

82
洗 濯 ・ 理

容・美容・

浴場業

829

そ の 他 の

洗 濯 ・ 理

容・美容・

浴場業

8299

他に分類されな

い洗濯・理容・

美容・浴場業

他に分類されない洗濯・理

容・美容・浴場など主として

個人に対して身の回りの清

潔を保持するためのサービ

スを提供する事業所

コインシャワー業；寝具消毒・乾

燥業；コインランドリー業；マニ

キュア業；ペディキュア業；ネイ

ルサロン

× ×

83
そ の 他 の

生 活 関 連

サ ー ビ ス

業

831

旅行業

8311
旅行業

運送又は宿泊等のサービス

の提供について、提供者又は

旅行者のいずれか一方を代

理して契約を締結する等の

行為を行う事業所

第1種旅行業；第2種旅行業；第3

種旅行業

× ×

8312

旅行業者代理業

旅行業を営む者を代

理して契約を締結す

る行為を行う事業所

旅行業者代理業
× ×
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中分類 小分類 細分類

令第22

条 第 6

号該当

法 第 34

条第1号

該当

83

そ の 他 の

生 活 関 連

サ ー ビ ス

業

832

家 事 サ ー

ビス業

8321

家事サービス業

（住込みのもの）

個人の家庭に住

込んで家事労働

に従事する者

住込みのお手伝い（ハウスメイ

ド）

× ×

8322

家事サービス業

（住込みでない

もの）

個人の家庭に通

って家事労働に

従事する者

家政婦；住込みでないお手伝い

（ハウスメイド）

× ×

833
衣 服 裁 縫

修理業

8331
衣服裁縫修理業

主として個人持ち

の材料で衣服の縫

製あるいは衣服の

修理を行う事業所

衣服裁縫業（材料個人持ちも

の）；衣服修理業；更生仕立直し

業；裏返し業；和・洋服裁縫業（材

料個人持ちもの）；かけはぎ業

× ○

834

物 品 預 り

業

8341

物品預り業

一時的に物品を

預る事業所

手荷物預り業；荷物一時預り業；

自転車預り業；コインロｯカー業

× ○

835
火葬・墓地

管理業

8351

火葬業

主として死体の火葬

を業務とする事業所 火葬業；火葬場
× ×

8352

墓地管理業

墓地の管理を行

う事業所

墓地管理業；霊園管理事務所；納

骨堂

× ×

836
冠 婚 葬 祭

業

8361

葬儀業

主として死体埋葬準備、葬儀

執行を業務とする事業所 葬儀屋；斎場
× ×

8362
結婚式場業

主として挙式、披露宴の挙行

など婚礼のための施設・サー

ビスを提供する事業所

結婚式場業
× ×

8363
冠婚葬祭互助会

婚礼のための施設・サービ

スの提供及び葬儀執行の

業務を一体として行い､こ

れらの便益の提供を受け

るものから当該便益等の

提供に先立って、対価の一

部又は全部を二ヶ月以上

の期間にわたり、かつ、三

回以上に分割して受領す

る事業所

冠婚葬祭互助会

× ×

839

他 に 分 類

さ れ な い

生 活 関 連

サ ー ビ ス

業

8391
食品賃加工業

家庭消費用として原料個

人持ちの粉及び穀類など

を賃加工する事業所

小麦粉賃加工業；菓子賃加工業；

精米賃加工業

× ○

8392
結婚相談業、結

婚式場紹介業

主として結婚相手の紹介､

婚礼のための相談などを

行う事業所及び婚礼のた

めの施設の紹介、あっせん

を行う事業所

結婚相談所（営利的なもの）；結

婚紹介業；結婚式場紹介業

× ×

8393

写真現像・焼付

業

主としてフィルム現像､

焼付、引伸及びフィル

ム複写を行う事業所

写真現像・焼付業；写真修正業；

ＤＰＥ取次業

× ○
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中分類 小分類 細分類

令第22

条 第 6

号該当

法 第 34

条第1号

該当

83

そ の 他 の

生 活 関 連

サ ー ビ ス

業

839

他 に 分 類

さ れ な い

生 活 関 連

サ ー ビ ス

業

8399

他に分類されな

いその他の生活

関連サービス業

主として他に分

類されない個人

サービスを行う

事業所

易断所；観相業；観光案内業；靴磨き

業；ドッグビューティサロン；犬猫霊

園管理事務所；運転代行業；○古綿打

直し業；○綿打直し仲介業；チケット

類売買業；宝くじ売さばき業

× ×

（ ○ 印

は 該 当

する）

86

自 動 車 整

備業

861

自 動 車 整

備業

8611

自動車一般整備

業

自動車の整備修

理を総合的に行

う事業所

自動車整備業；自動車修理業；オート

バイ修理業

× ○

8619
その他の自動車

整備業

主として自動車

の車体や電装品､

タイヤ等の部分

品の整備修理、

自動車エンジン

の再生、自動車

の清掃などを行

う事業所

△自動車車体修理業；自動車車体整備

業；△自動車再塗装業；自動車溶接業；

自動車電装品整備業；自動車蓄電池修理

業；自動車タイヤ修理業；自動車タイヤ

整備業；△自動車ブレーキ修理業；△自

動車部品整備業；△自動車エンジン修理

業；自動車再生業；自動車エンジン再生

業；自動車工場；△自動車清掃業；△自

動車洗車業

× ×

△ 印 は

(注 )を

参照

87

機 械 等 修

理業

871

機 械 修 理

業

8711

一般機械修理業

一般機械の修理

を行う事業所

機械修理業；内燃機関修理業；航空機整

備業；ミシン修理業；光学機械修理業；
映写機修理業；農業用トラクタ修理業；

ガーデントラクタ修理業；フォークリフ

ト整備業

× ×

8712

建設・鉱山機械

整備業

建設機械及び鉱

山機械の整備修

理を行う事業所

建設用トラクタ整備業；掘削機械整備

業；建設用クレーン整備業；整地機械整

備業；基礎工事用機械整備業；鉱山機械
整備業

× ×

872

電 気 機 械

器 具 修 理

業

8721

電気機械器具修

理業

電気機械器具の

修理を行う事業

所

ラジオ修理業；テレビ修理業；電気冷

蔵庫修理業；変圧器修理業

× ○

873

表具業

8731

表具業

ふすま、びょうぶ､

巻物、掛物などの

布はく又は紙はり

を行う事業所

表具業；表装業；経師業；びょうぶ張

業；ふすま張業；障子張業

× ×

879
そ の 他 の

修理業

8791

家具修理業

家具の修理を行

う事業所 家具修理業；いす修理業
× ×

8792

時計修理業

時計の修理を行

う事業所 時計修理業；電気時計修理業
× ×

8793

履物修理業

履物の修理を行

う事業所

靴修理業；革靴修理業；ゴム靴修理
業；ズック靴修理業；げた修理業

× ○

8794

かじ業

主として注文で

手工鍛造、その

他のかじ業を行

う事業所

手工鍛造業；かじ業；農業用器具修理
業（手工鍛造によるもの）

× ○

鋼塊、棒鋼などからハンマ、プレスな
どで鍛鋼品、鍛工品を製造する事業

所、非鉄金属鍛造品を製造する事業所及

びくわ、かま、すきなどの農業用器具
を製造する事業所は大分類Ｆ－製造

業のそれぞれに分類される。

(注) △印については、当該集落に居住する者が保有している自動車の修理、整備を目的とする事業所は、法第34条第1

号に該当する。
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中分類 小分類 細分類

令第22

条 第 6

号該当

法 第 34

条第1号

該当

87
機 械 等 修

理業

879
そ の 他 の

修理業

8799
他に分類されな

い修理業

他に分類されな

いその他の修理

を行う事業所

金物修理業；楽器修理業；ピアノ

調律・修正業；オルガン調律・修

正業；三味線修理業；三味線・太

鼓張替業；くら・馬具修理業；か

ばん・袋物修理業；洋傘修理業；

装身具修理業；のこぎり目立業；

研ぎ屋；はさみ・包丁研ぎ業；た

る・おけ修理業；ゴム製品修理

業；メタリコン修理業；眼鏡修理

業；計量器修理業；○自転車修理

業；自転車タイヤ修理業；畳表返

し業

× ×

（○印

は該当

する）

93
そ の 他 の

サ ー ビ ス

業

931

集会場

9311

集会場

講演会、展示会、集会など

主として各種集会及び催

しの利用に供する施設を

運営する事業所

県民会館；文化会館；公会堂；勤

労会館；公会堂管理事務所；婦人

会館

○ ○

932
と畜場

9321
と畜場

食用に供する目的で獣畜

をと殺し又は解体するた

めに設けられた事業所

と殺業；と畜請負業；と畜業
× ×

939

他 に 分 類

さ れ な い

サ ー ビ ス

業

9399

他に分類されな

いサービス業

他に分類されな

いサービスを提

供する事業所

中央卸売市場；地方卸売市場；動

物検疫所；植物防疫所；家畜保健

衛生所

× ×


